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Ⅰ 三重県部活動ガイドライン 

１ 学校教育の一環としての学校部活動 

（１）学校部活動の意義 

  学校部活動(以下、「部活動」とする)は、学校教育の一環として、学級や学

年の枠をこえて、興味と関心をもつ同好の生徒が自主的・自発的に集い、指導

者の指導のもと、個人や集団としての目的や目標を持ち、切磋琢磨することを

通して、人間関係の大切さなどを学ぶことができる活動です。 

部活動における教育的意義や効果を高めるため、短期間で活動の成果（試合

に勝つなど）を求めること以上に、生徒が意欲的に参加できる環境づくりや生

活のバランスを考慮した運営を心がけるなど、適切かつ効果的な指導が必要で

す。 

なお、部活動は、教育課程外の活動であり、法令上の義務として実施される

ものではないことから、学校の判断で実施されないこともあり、また、全ての

生徒が一律に加入すべきものではなく、あくまで生徒の自主的・自発的な参加

によって成り立つ活動であることにも留意する必要があります。 

 

（２）部活動の現状と課題 

①生徒の健全な成長の視点から 

  県教育委員会の令和７年度学校体育・部活動実態調査によると、本県公立

中学校および県立高等学校（全日制）における部活動への加入率は、中学校

では、運動部で約 64％、文化部で約 18％の合わせて約 82％、高等学校では、

運動部で約 39％、文化部で約 24％の合わせて約 63％となっており、多くの

生徒が部活動に加入しています。 

成長著しい時期や体の発育発達が不安定な時期に、過度な活動（休養日を

設けない、長時間の練習等）や効果的でない活動は、生徒の心身に大きな負

担を与えるとともに、部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うことに

もつながります。 

加えて、過度な活動が続くことで、対象への興味・関心を失い、ドロップ

アウト（離脱）やバーンアウト（燃え尽き症候群）に陥ることもあります。 

そのため、適度な活動に向けて、休養日や活動時間を設定し、長期休業中

にはオフシーズン期間を設けるなど、成長期の生徒が心身の健康を維持し、

学校内外の生活や学習とのバランスが取れる活動計画とすることが大切で

す。また、生徒の発育発達には個人差が大きいため、指導者は「個に応じた

指導」について配慮するとともに、部活動の指導ではメリハリをつけ、活動

終了後は、できるだけ早く帰宅できるよう、帰宅指導を行うことも大切です。 

なお、生徒の健全な成長には、家庭の役割も重要であることから、食事や

休養（睡眠）等の基本的な生活習慣を身に付けることについて、家庭との連

携が不可欠となります。 

生徒の家庭生活を充実させるためには、部活動の運営や方針について、家

庭と共通理解を図り、生徒の健全な成長を中心に据える活動が求められてい
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ます。 

②生徒にとって望ましい部活動の視点から 

   少子化による生徒数・教員数の減少を背景に、部活動数が減少しており、

教員自身が活動経験のない部活動を指導するケースも見られることから、

持続可能性の観点で課題があります。（※図１参照） 

生徒にとって望ましい部活動の環境を整えていくためには、校長は教員の

専門性や校務分掌、負担の度合い、教員一人ひとりの抱える事情、地域人材

活用の可能性等も踏まえ、顧問を適正に配置することなど、部活動の運営に

ついて、実態の把握・見直し等を図っていくことが求められています。 

加えて、生徒が主体的に活動を選択し、多様な経験を積むことができる環

境を整えることが、これまで以上に重要となっています。性別や障がいの有

無、活動の得手不得手等を問わず、多様な生徒のニーズに応えるため、学校

の実情に応じて、複数の部活動の所属を認めたり、レクリエーションに重点

を置いた活動の機会を設けたり、多様な種目を体験できるマルチスポーツ部

や総合文化部等を設置したりするなどの工夫も、持続可能な活動環境を構築

する上で有効な選択肢となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）安全面への配慮 

  部活動は、運動部・文化部を問わず、準備段階等も含め、状況によって怪我

や事故等につながる可能性があり、場合によっては重篤なケースに至ること

も想定されます。 

 

 （参考）日本スポーツ振興センター「学校事故事例検索データベース」より 

H17～R6の障害見舞金件数 体育・保健体育授業 1151件、体育的部活動 2878件 

H17～R6の死亡見舞金件数 体育・保健体育授業 104件、体育的部活動 246件 

（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県内中学校の状況】（学校基本調査、公益財団法人日本中学校体育連盟加盟校・加盟生徒数調査） 

 中学校生徒数 運動部活動数 

平成 28 年 51,664 1,694 9.74 

令和 7 年 45,014 1,490 8.92 

三重県 中学校卒業者数の推移と予測（含社会増減） 

令和 7年 3月 15,718人 令和 16年 3月予測 12,420人 （令和 8 年 5 月教育政策課調） 

中学校卒業(予定)者数推移 中学校運動部活動数推移 
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  「活動しているのだから、怪我や事故は、ある程度起こっても仕方がない」

ということではなく、怪我や事故を未然に防止し、安全な活動を継続するため、

学校全体において共通理解を図るとともに、手立てや救急体制の明確化等の

整備が求められています。 

  そのため学校は、県教育委員会が作成している「学校管理下における危機管

理マニュアル（毎年度改訂）」や独立行政法人日本スポーツ振興センターが作

成している「なくそう運動部活動の事故」等を参考にして、学校全体で共通理

解を図り、事故防止に努めていくことが必要です。 

 

２ 適切な部活動の運営の在り方 

部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることを踏ま

え、生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにする必要があり

ます。 

  また、学校教育の一環として行われる部活動の教育的意義や効果が高まる

よう、「生徒の健全な成長」、「生徒にとって望ましい部活動」の視点から、学

校では本ガイドラインおよび方針等に基づき、活動状況を再確認するととも

に、必要に応じて見直すことが大切です。 

 

（１）適切な活動計画の作成と共通理解 

  学校は、学校教育目標や本ガイドラインおよび方針等に基づき、部活動の意

義を踏まえた学校部活動運営方針を作成し、各部活動の指導者をはじめ全教

職員は、この方針で示された指導のねらい、指導上の留意点等について共通理

解することが必要です。そのうえで、指導者の指導理念を示すとともに、生徒

の志向や能力、保護者の願いなどを十分に汲み取り、各部活動の活動計画等を

立てることが必要です。 

指導者は、活動方法の工夫等を行いながら、過度な指導とならないよう、生

徒の発育・発達段階に応じた活動日数や活動時間を設定し、年間計画・月間計

画・日々の活動計画を立てることで、生徒に活動の見通しを持たせながら、活

動を展開させていきます。 

  また、運動部活動では、指導計画等を立てるにあたって、大学や研究機関等

での科学的な研究や科学的根拠等から得られたスポーツ医・科学の視点を取

り入れることも大切です。 

  学校部活動運営方針や各部活動の活動計画と活動実態(時間、内容等)を、適

宜、振り返ることで、部活動が適切に運営されているかどうか検証し、必要に

応じて見直すことが大切です。 

県教育委員会は、本ガイドラインおよび方針を踏まえた各校での取組状況

（活動運営方針、休養日・活動時間の設定等）について、学校体育・部活動実

態調査（県教育委員会事務局保健体育課実施）等を通して把握し、指導・助言

します。 
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【各部活動の活動計画作成にあたって】 

○ 学校教育目標および「学校部活動運営方針」を基に計画する。 

○ 生徒の発育・発達段階、運動能力、活動経験等を考慮する。 

○ 参加する大会等の期日を考慮し、基礎練習期、大会等の想定練習期、大

会・コンクール期、休養期の設定等、練習と休養のバランスに配慮する。 

（参加大会等および校外活動の精選、種目（競技）の特性等も考慮し計

画する） 

○ 体育大会・文化祭などの学校行事に配慮する。 

○ 放課後活動は、日没時刻等の安全面を考慮し、下校時刻を守る。 

※ 校長は、各部活動の計画およびその活動について確認し、必要に応じて

改善を図るとともに、学校部活動運営方針や各部の活動計画等をホームペ

ージなどで積極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めま

す。また、方針の遵守状況等を随時確認し、指導・是正を行うなど、継続

的な見直し（PDCAサイクルの実行）を行うことが重要です。 

※ 活動計画は、保護者等にも示し、理解を得ることが大切である。特に、

校外での活動にあたっては、「いつ・どこで・どのような大会等」があるか

を事前に早く知らせるとともに、参加方法等の詳細についても伝える必要

がある。 

 

（２）参加大会等の精選 

  日常活動の成果を発揮する場として、各学校体育・文化連盟等主催の大会

やコンクールのほか、関係団体が主催する大会等が多く開催されています。 

  特に、関係団体が主催するものは、週休日（休日）に開催されることが多

いため、生徒や指導者は、週休日に休養が取りにくくなります。 

  大会等への参加は、日常活動の成果や課題を確認できるなど、十分に意義

のあるものですが、生徒・指導者の健康面や安全面、さらには費用等の負担

についても配慮することが大切です。そのため、学校においては、生徒・保

護者へ理由等を十分説明したうえで、参加する大会やコンクール、校外での

練習試合、合同練習会について精選することが必要です。 

 

 

（３）休養日・活動時間の設定 

  ①休養日の設定 

成長期にある生徒のスポーツ障害や事故を防ぐためには、休養日を設

定し、生徒の心身の疲労回復や負担軽減を図ることが必要です。特に、

中学生の時期は、個人差もありますが、呼吸器や循環器が発達する頃と

いわれます。このように発育・発達過程にある不安定な時期には、オー

バーワークにならないよう配慮することが大切です。 
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過度な活動により、「部活動の練習等で疲れて、授業に集中できない」

というようなことでは、学校教育の一環としての活動から外れたものに

なってしまいます。 

指導者が生徒のことを考え、「上達させたい」や「大会で勝たせたい」

と願い、生徒も「大会等で結果を残したい」という思いから人一倍練習

しようとすることもありますが、生徒の健康や安全を最優先し、活動計

画を立て、活動の見通しを持つことが必要です。 

 

【中学校】（義務教育学校後期課程、特別支援学校中学部を含む） 

☆ １週間のうち、２日は休養日を設定する。（うち、１日は土曜日又は日曜日と

する） 

 

【高等学校】（特別支援学校高等部を含む） 

☆ １週間のうち、１日は休養日を設定する。（土曜日又は日曜日の１日とする） 

 

※ 各学校での設定については、「全ての部活動が一斉に設定する」「（活動

場所の有効利用等を考慮し）部活動によって違う曜日に設定する」ことが

考えられる。各学校の実情に合わせ、休養日を設定する。 

※ 大会開催等により、上記のとおり休養日が設定できない場合は、事前に

活動計画等により校長の承認を得るとともに、できる限り同一週に休養日

を設定する。 

※ 生徒の状況（疲労の様子等）によっては、休養日を複数日設定する。 

≪週休日に休養日を設定できない場合の対応例≫ 

○ 各学校体育・文化連盟等が開催する大会等について、会場借用や役員派

遣の関係から、週休日に大会等を開催せざるを得ない実態がある。年間又

は月間の活動計画により、活動（参加大会等）の見通しを持ち、必ず休養

日を設定する。 

○ 週休日に開催される大会等において、勝ち進むなどの理由から、引き続

き、翌週の週休日にも活動しなければならない場合は、適宜、その間の平

日に休養日を設定したり、その大会等の終了後、まとめて（連続した）休

養日を設定したりする。 

 

 

②活動時間の設定 

    活動時間については、生徒の体力や技能を考慮し、過度な負担になら

ないようにするとともに、競技の特性やシーズンの有無も考慮しながら

適切に設定することが大切です。 

    活動時間を適切に設定することにより、生徒の家庭学習や睡眠時間の

確保等につなげられます。 
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    活動は、その質（取組方法等）に重点を置き、各部活動の指導者が策

定した活動計画（大会・コンクール期、取組充実期、休養期）等を踏ま

え、適切な活動時間を計画します。 

    「長時間の活動」が好成績につながるとは限りません。指導者は、ス

ポーツ・医科学の見地も踏まえ、過度な練習がスポーツ障害等のリスク

を高め、必ずしも技術向上につながらないことを理解し、休養を適切に

取りつつ、短時間で効果が得られる合理的・効率的な指導を推進するこ

とが大切です。 

 

【中学校】（義務教育学校後期課程、特別支援学校中学部を含む） 

 ☆ 平日は、２時間以内とする。 

 ☆ 週休日および休日(長期休業期間を含む)は、３時間以内とする。 

 

【高等学校】（特別支援学校高等部を含む） 

☆ 平日は、３時間以内とする。 

☆ 週休日および休日(長期休業期間を含む)は、４時間以内とする。 

 

※ 土・日曜日や休日、また始業前に活動する場合は、生徒・保護者の理解

を得たうえで、安全面に配慮することはもとより、生徒の心身の健康状態

や学習活動に対する影響を考え、計画することが大切である。 

※ 放課後の活動時間については、日没時間を考慮して下校時刻を設定する

など、季節等によって活動できる時間を変更するような安全面での配慮が

必要である。 

※ 活動時間とは、活動場所への移動、準備や後片付け以外のスポーツ・文

化芸術活動に充てる時間をいう。 

なお、活動時間以外の時間も、できるだけ短時間に終えるようにする。 

（大会等（練習試合等を含む）では、上記の活動時間の設定と異なる計画

となることもあるが、大会等の前後に休養日を設定するなど、健康・安全

に配慮し、過度な負担にならないよう留意する。） 

≪活動時間を延長する必要がある場合≫ 

○ 大会前等、やむを得ない事情から活動時間を延長する場合は、事前に活

動計画等により、校長の承認を得る。 

 

 

（４）適切な部活動指導に向けた研修 

  円滑な部活動の運営を目指す時、指導者による生徒への声掛けは大切なも 

のとなります。そのため、指導者自身の経験則に頼るのではなく、その活動 

についての専門的な知識や最新の指導方法を身に付けることで、より自信を 

持って指導にあたることができるようになります。 
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   指導書等から学ぶことも一つの方法ですが、技術指導のためだけではな

く、生徒の健全な成長、望ましい部活動運営、生徒の安全確保等の指導者

自身の指導力向上の観点からも、研修会に積極的に参加することが大切で

す。 

県および学校の設置者は、指導者を対象に、スポーツ・文化芸術活動の

指導に係る知識・技能、暴力等の不適切行為の根絶、適切な休養日・活動

時間設定の遵守徹底等に関する研修を計画的に実施します。特に、部活動

指導員等については、定期的な研修を確実に実施する必要があります。 

 

部活動指導員に対する研修内容（例） 

 

【学校設置者による研修】 

・部活動指導員制度の概要（身分、職務、勤務形態、報酬・費用弁償、災害

補償等）  

・学校教育および学習指導要領  

・部活動の意義および位置付け  

・服務（校長の監督を受けること、生徒の人格を傷つける言動や体罰が禁止 

されていること、保護者等の信頼を損なうような行為の禁止、生徒同士に 

よる暴言・暴力・いじめ等の防止等）  

・生徒の発達段階に応じた科学的な指導  

・顧問や部活動を担当する教師等との情報共有  

・安全・障害予防に関する知識・技能の指導  

・学校外での活動（大会・練習試合等）の引率  

・生徒指導に係る対応  

・事故が発生した場合の現場対応  

・女子生徒の健康課題や障がいのある生徒等への配慮  

・保護者等への対応  

・部活動の管理運営（会計管理等）   

・子どもの人権を尊重した関わり方 

・性の多様性の尊重 

【学校による研修】 

・学校、各部の活動の目標や方針（各部の練習時間や休養日の徹底も含む）  

・学校、各部が抱える課題  

・学校、各部における用具・施設の点検・管理 
 

 

（５）部活動指導の在り方の見直し 

  ①部活動の運営 

    部活動の設置・運営は学校の判断により行われるものです。その本来

の目的を十分に果たし、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境
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となるよう、部活動を実施する場合には、生徒や教員の数、部活動指導

員の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保の観点から

円滑に部活動を実施できる部活動数とする必要があります。また、学校

の実情等に応じて、マルチスポーツ部や総合文化部等としての集約や、

複数校での合同部活動の実施等についても検討することが考えられま

す。 

令和７年度学校体育・部活動実態調査によると、本県公立中学校およ

び県立高等学校における運動部顧問の配置数（1部あたりの平均）は、公

立中学校で 1.8人、県立高等学校（全日制）で 2.8人です。小規模校で

は難しい面があるかもしれませんが、一人の顧問が全てを担当しなくて

も、顧問を複数配置することで役割を分担する指導の在り方もありま

す。 

技術的な指導はできなくても、生徒の活動を見守ったり、一緒に活動

したりすることで、生徒の気持ちに寄り添う指導者の存在は大切なもの

です。 

    技術的な指導においては、生徒や日常の活動の実態等を十分に考慮し

ながら、状況によっては、専門性を有する指導者（外部指導者等）に指

導の協力を依頼し、協力を得ることも効果的です。 

適切かつ効果的な指導により、生徒の活動への興味・関心を高めること

は、生涯を通じてスポーツや文化芸術活動を継続する力になります。 

校長は、顧問を配置する際、教員の専門性や校務分掌の状況、本人の抱

える事情等も勘案し、特定の教員の負担が過度とならないよう配慮します。 

 

②地域人材の活用 

    専門的な指導を求める生徒や保護者のニーズに応えつつ、教員の負担

軽減に向けても、地域の専門性を有する指導者から指導・助言を得るこ

とは有効です。 

    地域人材を活用することは、地域の教育力を活かすということであ

り、地域と協働した学校づくりにつながります。 

    県教育委員会および市町教育委員会等、学校設置者は、学校の実態等

に応じて、指導内容の充実、生徒の安全確保、教員の働き方改革推進の

観点から、円滑に部活動を実施できるよう、地域人材の活用に向け積極

的に取り組みます。 

    地域人材の活用にあたっては、部活動が学校管理下において行われる

活動であることを踏まえ、外部の指導者に対し、事前に校長から学校部

活動運営方針等を説明し、十分に理解を得たうえで指導にあたってもら

うことが必要です。 

 

③合同チーム・団体の取組 

    団体で大会・コンクールに参加する部活動においては、生徒数の減少
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に伴い、単一校で生徒のニーズに応じた部活動が設置できなかったり、

チーム編成が成り立たなかったりし、生徒の希望に応じることができな

い状況が生じています。 

    少人数の部活動において合同チーム・団体を編成することは、生徒に

大会参加の機会を与え、活動に継続して親しむことができる機会の確保

にもつながります。 

合同チーム・団体の編成を検討・実施するにあたっては、当該校の校 

長・指導者間において、移動手段等生徒引率に伴う安全確保や練習時 

間、練習場所、指導体制等を確認し、生徒や保護者の理解を得たうえで 

進めることが必要です。 

 

④中学校における部活動の地域連携 

中山間地域や離島をはじめ、特殊な事情により地域展開に困難を伴う

場合等には、当面、部活動指導員の配置等により、地域連携に取り組み

ながら、段階的な地域展開を目指していく必要があります。 

また、各市町の協議会等で検討のうえ、各学校の部活動が学校種を越

え、高等学校等との合同練習を実施したり、地域クラブ活動と共同で実

施したりするなど連携を深め、生徒同士が切磋琢磨するなど、多様な交

流の機会を設けることも大切です。 

 

（６）暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為の根絶 

  部活動の指導は、生徒の健康状態、心身の発達状況、技能の習熟度、安全 

確保等を総合的に考え、合理的な内容と方法により行う必要があります。 

  指導と称して殴る、蹴る等の行為はもちろんのこと、その他、特定の姿勢 

を長時間にわたって保持させる等の行為によって生徒に心身の苦痛を与えた 

り、パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的 

発言や行為、セクシャルハラスメントと判断される発言や行為等、生徒の人 

間性や人格の尊厳を損ね否定したりする行為は決して許されません。暴力・ 

暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為は、直接行為を受けた生徒のみ 

ならず、その場に居合わせてその行為を目撃した生徒の心にも悪影響を及ぼ 

します。 

  体罰は学校教育法でも禁じられている決して許されない行為です。部活動 

の指導において、体罰を「厳しい指導」として正当化することは、あっては 

なりません。研修等を重ね、指導力の向上を図り、生徒の「心に響く指導」 

を心がけてください。 

  なお、これらの行為については、部活動内の先輩、後輩等の生徒間でも同 

様のことが行われないよう注意を払うことが必要です。 

指導者は、自らが不適切行為を行わないことは当然として、生徒同士にお 

ける不適切行為を防止する役割も担います。近年、スマートフォン・SNS等 

の普及に伴い、生徒間でのトラブルが発生しやすくなっています。他者を誹 
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謗中傷するような書き込みは人権侵害であり、時には犯罪や損害賠償責任に 

つながりうることについても指導し、生徒同士の不適切行為の防止にも留意 

する必要があります。 

また、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為は閉鎖的な環境 

で発生しやすいことから、複数の指導者が関わるなど開かれた活動環境を整

備し、風通しの良い組織づくりに努めることが極めて重要です。事案発生時

には、被害生徒のケアを最優先に対応するとともに、組織的に事案の事実確

認や再発防止策を行うことが求められます。 

 

（７）安全管理と事故発生時の対応 

  部活動は、学校管理下において行われる活動であり、生徒の安全な活動が 

大前提となります。そのため、実施にあたっては、一人の指導者だけでな 

く、できれば複数の指導者による指導・監督体制が望まれます。 

  日ごろから、生徒と指導者が事故防止に対する意識を高めるとともに、事 

故を未然に防ぐための行動がとれるようにすることが大切です。そして、万 

が一の状況が発生した場合には、関係者が適切かつ迅速に対応することが重 

要です。（※参考文献①②⑥参照） 
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❶ 健康状態の把握 

 ○ 指導者は、部員が日ごろから自分の健康管理について関心を持つよう

指導するとともに、部員が、自分の身体に異変を感じた時に、直ちに指

導者に伝わる体制等（伝えやすい環境づくりなど）を整える。 

 ○ 指導者は、体調がすぐれない生徒に対して、活動を中止させるなど、

適切な対応をとる。 

 ○ 健康診断等で異常が認められた生徒に対しては、保護者、養護教諭、

学級担任等との連携を密にし、活動の可否の確認や健康状態の把握に努

める。 

 

❷ 個人の能力に応じた指導 

 ○ 生徒の個人差に十分配慮した活動内容や方法を工夫し、「易⇒難」等、

段階的な指導を行う。 

 ○ 特に運動部では、非日常的な身体活動が展開される場合がある。新し

い内容（技）や難度の高い技術の練習には、必ず指導者が付き添い、生

徒に無理がかかる状況をつくらないなど、能力に応じた活動とする。 

 

❸ 特性を踏まえた合理的な指導 

 ○ 「なぜ、この練習が必要なのか」、「この練習を繰り返し行うことで、

どのような力が身に付くのか」など、活動の目的や方法について、生徒

に理解させるとともに、スポーツ医・科学の見地に基づき、過度な練習

が必ずしも技術向上につながらないことを理解し、短時間で効果が得ら

れる合理的・効率的な指導を推進する。その際、各中央競技団体等が作

成・公表している指導手引（練習メニュー、安全上の注意等）も積極的

に活用する。 

 ○ 基本となる技能（柔道の受け身等）を大切にした活動を丁寧に実践す

ることで、事故を未然に防ぐ。 

 ○ 科学的な指導内容や方法を積極的に取り入れるようにする。このこと

は、生徒の発達の段階を考慮せず、肩、肘、腰、膝などの酷使によるス

ポーツ障害を防ぐためにも必要である。 

 

❹ 施設・設備等の安全点検と安全指導 

 ○ 活動場所や使用器具等の安全点検を設定・実施し、生徒にも安全確認

の習慣化を図るようにする。 

 ○ サッカー（ハンドボール）ゴールにぶら下がり、ゴールと一緒に転倒

してしまうことによる事故が発生している。ゴールは、適切に設置（固

定等）するとともに、正しく取り扱うよう事前指導を行う。 
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❺ 指導時の指導者の立会 

 ○ 安全な実施のため、原則、指導者は活動場所で指導する。 

 ○ 指導者が活動場所に立ち会えない場合は、他の顧問等と連携、協力し

たり、危険性が高いと考えられる活動を生徒が行わないよう指導したり

して、生徒の能力に応じた段階的な活動をするなど、安全に配慮するこ

とが大切である。 

○ 適切に活動計画を立て、日ごろから安全に配慮した指導を行うこと

が、生徒はもとより指導者の不安をなくすことにもつながる。 

 

❻ 部活動時の生徒等の輸送に係わる交通安全対策 

   「部活動等における児童生徒の輸送に係わる交通安全対策について

（三重県教育委員会 平成７年３月 23日 教教第 183号、令和３年３月

10日 教委第 20-553号にて一部改正）」の通知に基づき、生徒の移動中

における事故の未然防止を図る。 

   部活動時の生徒等の輸送に係り、市町において別に規定等がある場合

は、その規定に基づき対応する。 

 

❼ 天候等を考慮した指導 

 １ 熱中症対策 

○ 活動時の気象情報には十分留意する。特に、夏の高温・多湿の状況下

においては、適切な水分補給や健康観察を行い、熱中症等に注意する。 

   熱中症を予防するためには気温や湿度など環境条件に配慮した活動が

必要である。活動現場の環境条件を把握する指標として暑さ指数

（WBGT）が用いられており、暑さ指数を基準とする運動や各種行事の指

針を予め整備することで、客観的な状況判断・対応が可能になる。 

学校は、熱中症警戒アラート発表時の対応も含め、暑さ指数の測定場

所や測定のタイミング、指数の記録および関係する教職員への伝達体制

を整備する必要がある。部活動の指導者は、活動の前や活動中に暑さ指

数を測定し危険度を把握するとともに、指数に応じた注意事項等を参考

にすることで、より安全に部活動を行うことができる。例えば、運動部

活動は、体育よりも運動強度が高いことや防具を着用する競技では薄着

になれないこと等、よりきめ細かな配慮が必要である。（※参考文献③⑦

⑧参照） 

各県立学校においては、令和５年８月４日付け県教育委員会事務局通

知により、以下のとおり対応することとする。 

なお、各市町立学校においては、各市町等教育委員会の定めのとおり

対応することとする。 
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【暑さ指数（WBGT）に基づいた対応】 

（１）活動場所の暑さ指数（WBGT）が 31℃以上の場合⇒「運動は中止する」 

（２）活動場所の暑さ指数（WBGT）が 28℃以上 31℃未満の場合 

⇒「熱中症の危険性が高いため、激しい運動や体温が上昇しやすい 

運動は避け、必要に応じて運動は中止する」 

（３）部活動における各種大会への参加⇒「大会主催者の指示に従う」          

 

２ その他荒天時の判断 

○ 雷や暴風等に対して、活動の中止や中断の判断が的確に行えるよう、

気象情報の収集に努める。事前に、生徒（保護者）へ判断基準を示し、

生徒が自ら考え、適切に判断できるよう指導することも大切である。（※

参考文献⑨参照） 

【落雷の兆候やそれに係る対応】 

・厚い黒雲が頭上に上がった際には、雷雲の接近に注意する。 

・かすかでも雷鳴が聞こえる際には落雷の危険がある。 

・落雷の危険がある場合には、すぐに安全な場所（鉄筋コンクリートの建

物、自動車、バス、列車等の内部）に避難する。 

・このほか、気象庁ウェブサイトにおいて、雷注意報等の発表状況や、雷

発生の感応性の高い地域が地図上で確認できる「雷ナウキャスト」など

の情報が提供されているので、こうした情報の活用も考えられる。 


